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	1. 趣旨
	横浜市では高齢者や障害者だけでなく、横浜に関わる全ての人にやさしいまちづくりを進めるため、「横浜市福祉のまちづくり条例」及び「横浜市福祉のまちづくり条例施行規則（以下、「規則」という。）」に基づき、建築物についてバリアフリーの基準を定めてきました。
	このたび、「建築物」に関する規則及び「施設整備マニュアル［建築物編］」の一部改正にあたり、広く市民の皆様からご意見をいただくため、次の要領で意見の公募を行います。
	2. 施行予定日
	3. 意見公募期間
	4. 意見提出方法
	5. 資料入手方法
	6. 注意事項
	7. 問い合わせ先

